
（別紙）

高齢者食事サービス委員会会則モデル

（名　称）
１．本会は○○高齢者食事サービス委員会と称する。
２．本会事務所を、○○○○会館（○○区○○○－○○）に置く。
　
（目　的）
３．本会は○○地域のひとり暮らしの高齢者等に食事を提供することにより、高齢者の健康増進と地域社会との連帯感を深め、福祉の向上に寄与することを目的とする。
　　また、ひとり暮らしの高齢者などの孤独感の解消を図り、地域社会との交流を深めるきっかけを提供することを目的とする。

（事　業）
４．本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会食（配食）による食事の提供
(2) 食事サービス事業を通じたひきこもり防止等の働きかけ
(3) その他、目的達成に必要な事業
　２　本事業の対象者は〇〇地域に居住する概ね○○歳以上のものであって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　　(1)ひとり暮らしのもの
　　(2)高齢者のみの世帯に属するもの
　　(3)寝たきり状態にあるもの
　　(4)前記各号に準ずるものであって、食事サービスを受けることを必要とするもの

（役　員）
５．本会には次の役員を置く。
委員長　　１名
副委員長　○名
会計　　　○名

（役員の選出）
６．本会の役員は会員の互選とする。


（役員の任務）
７．役員の任務は次のとおりとする。
(1) 委員長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は任務を代行する。
(3) 会計は本会の会計を掌る。

（役員の任期）
８．役員の任期は　　年とする。但し、再任を妨げない。

（委員会）
９．委員会は次の事項について審議し、決定する。
(1) 事業計画・予算・決算
(2) 高齢者食事サービス事業の運営に関すること

（会　議）
10．委員会の会議は役員会と委員総会とし、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

（会　計）
11．本会の会計は、参加費、補助金等をもって充てる。
本会の会計年度は４月１日から翌年３月31日までとする。
事業にかかる収支状況、経費の使途がわかる会計書類を整え、委員会に提出し、報告を行うなど会計の透明性の確保を行う。

附　則
本会則は令和　　年　　月　　日から施行する。
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